
田
原
市
農
業
委
員
会
／
☎
23‐

３
５
１
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22‐

３
８
１
７

老
後
の
不
安
を
解
消
！

農
業
者
の
た
め
の
公
的
年
金

　
●
安
心
の
制
度
設
計

　
農
業
者
年
金
制
度
は
、
昭
和
46
年
１

月
に
発
足
し
、「
賦
課
方
式
」に
よ
る
年
金

の
給
付
を
行
って
い
ま
し
た
が
、
農
業
構

造
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、

平
成
14
年
１
月
に
制
度
改
正
が
行
わ
れ
、

「
積
立
方
式
」に
転
換
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
年
金
財
政
が
加
入
者

数
や
受
給
者
数
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
長
期
的
に
安
定
し
た
も
の
と
な
り

ま
し
た
。

●
税
制
面
で
大
き
な
優
遇
措
置
あ
り

　

支
払
っ
た
保
険
料
は
、
家
族
の
分
も

含
め
て
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
と
な
り
、
所
得
税
・
住
民
税
な
ど
の

節
税
に
つ
な
が
り
ま
す
。

●
保
険
料
額
は
変
更
可
能　

　

月
額
２
万
円
か
ら
６
万
７
千
円
の
範

囲
で
、
農
業
経
営
の
状
況
に
応
じ
て
千

円
単
位
で
保
険
料
を
見
直
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。

●
加
入
資
格

次
の
３
つ
の
条
件
全
て
を
満
た
し
て
い

る
方
。

①
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

②
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事

③
20
歳
以
上
65
歳
未
満

※
詳
し
く
は
農
業
者
年

金
基
金
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

農
業
委
員
会
事
務
局
ま
た
は
愛
知
み
な

み
農
協
総
務
課　
☎
34‐０
３
７
３

な
く
そ
う
！
違
反
転
用

　
農
地（
登
記
ま
た
は
現
況
が
田
畑
）を

耕
作
以
外
の
住
宅
・
駐
車
場
な
ど
の
使

い
方
を
し
た
い
場
合
、
農
地
転
用
許
可

が
必
要
で
す
。

※
市
街
化
区
域
の
場
合
は
届
け
出
が
必
要

●
違
反
転
用
に
対
す
る
措
置

　
手
続
き
を
せ
ず
に
農
地
転
用
を
行
う

と
、
違
反
転
用
行
為
と
な
り
、
是
正
の

指
導
、
工
事
停
止
の
勧
告
、
原
状
回
復

命
令
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。
懲
役
や
罰

金
が
科
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
農
地
の
周
囲
の
状
況
に
よ
っ
て
扱
い

が
異
な
り
ま
す
の
で
、
農
地
転
用
を
検

討
す
る
場
合
は
、
必
ず
事
前
に
農
業
委

員
会
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

全
国
農
業
新
聞
で
情
報
入
手
！

　
全
国
農
業
新
聞
は
、「
見
や
す
い
」「
分

か
り
や
す
い
」紙
面
を
追
求
し
て
、
週

１
回
発
行
し
て
い
ま
す
。
農
家
の
皆
様

の
情
報
収
集
の
ツ
ー
ル
と
し
て
ご
購
読

く
だ
さ
い
。

●
発
行　
月
４
回（
毎
週
金
曜
日
）　

●
購
読
料

・
郵
送
版　
７
０
０
円
／
月

・
電
子
版　
５
０
０
円
／
月

※
郵
送
版
を
ご
契
約
の
方
は
電
子
版
も

　
閲
覧
で
き
ま
す
。

●
申
込

　
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
た
は
全
国
農

業
新
聞
Ｈ
Ｐ
か
ら

積立方式（新制度） 賦課方式（旧制度）

・自分が将来受け取る
年金の原資を、自分自
身で積み立てる方式。
・自分のための積み立
てなので、人口構造に
左右されない。

・現役世代の納める保
険料が、現在の受給者
の年金原資に充てら
れる方式。
・少子高齢化に弱い。

年金財政の仕組み

配偶者も一緒に
加入すれば、

終身年金だから
安心です。

▲全国農業新聞ＨＰ

▲農業者年金基金ＨＰ
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